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はじめに 

 

○ 一億総活躍社会の実現が求められている中、その土台として国民一人一人の

学習活動を促進するためには、各個人の学習成果が社会全体で幅広く通用し、評

価され、活用できることが重要である。そのためには、学習成果を適切に評価す

る仕組みを構築し、学習成果の評価の社会的通用性を向上させる必要がある。 

 

○ こうした中、民間において行われている検定試験は、学習の成果を適切に評

価するのみならず、学習者の継続的な学習意欲を喚起し、また、学校や企業・地

域などにとっても、能力の適切な活用や人材のマッチングに資するものであり、

生涯学習社会の実現にあたって大きな意義を有するものである。 

 

○ 平成２０年２月に取りまとめられた中央教育審議会答申「新しい時代を切り

拓く生涯学習の振興方策について～知の循環型社会の構築を目指して～」におい

ては、学習成果の評価の社会的通用性の向上に係る取組の第一歩として、検定試

験の質を確保する仕組みを構築する必要性などについて提言がなされた。 

 

○ この答申を踏まえ、平成２０年５月に「検定試験の評価の在り方に関する有

識者会議」が設置され、検定試験の質を確保する仕組みの構築に向け、評価を行

う際の参考となるガイドラインの作成など、民間事業者等の主体的な取組への支

援方策等について検討がなされた。さらに一部の検定事業者の協力を得て実施し

た自己評価の試行検証等を経て、平成２２年６月には「『検定試験の評価ガイド

ライン（試案）』について（検討のまとめ）」が取りまとめられた。 

 

○ この「検討のまとめ」では、検定試験の質の向上や信頼性の確保を図るべ

く、まずは自己評価の取組が進展することが重要であるとし、その上で、希望す

る検定事業者に対して専門家等が行う評価（第三者評価）等の外部評価が期待さ

れるとされた。そして、評価を行う際の参考となる評価の視点やその内容が、

「実施主体」「実施内容」「実施手続」「検定結果の活用促進」「継続的な学習支

援」の５項目に整理され、また、各項目について情報公開が望まれる事項が示さ

れた。 

 

○ 「検討のまとめ」を受け、平成２２年１１月に、有識者、検定事業者等によ

り、「検定試験の自己評価に関する研究会」（文部科学省はオブザーバー）が立ち

上げられ、平成２３年２月、同研究会により、検定事業者が自己評価に取り組み

やすくなるよう、「検定試験の自己評価シート」が取りまとめられるとともに、

文部科学省に提供された。この「検定試験の自己評価シート」を活用し、これま

で検定実施団体において、検定試験に対する評価の取組が自主的に行われてきた

ところである。 
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○ さらに、平成２８年５月の中央教育審議会答申「個人の能力と可能性を開花

させ、全員参加による課題解決社会を実現するための教育の多様化と質保証の

在り方について」では、自己評価及び第三者評価の相互の体系やその詳細につ

いて更に国において検討を深め、その結果を踏まえて、「検定試験の評価ガイド

ライン」を策定することが求められるとする一方で、関係者評価については、

検定試験の評価の体系には今後位置付けないこととするが、検定事業者の自主

的な判断で取り組むことは有意義とされた。 

 

○  具体的には、国において、「検定試験の自己評価シート」を活用した各検定事

業者の取組を一層充実するため、自己評価の項目等をガイドラインとして示す

ことが必要とされている。また、多様な検定試験について第三者評価を実施で

きるよう、適切な主体を確保し、育成することが必要であり、国は第三者評価

機関を育てる観点から、第三者評価のガイドラインを作成するなどにより支援

することが求められるとされている。 

 

○ 本協力者会議は、以上のような経緯を踏まえ、検定試験の評価ガイドライン

を作成することなどを目的として設置され、平成２８年１２月より○回の検討を

行い、その成果をこのたびガイドラインとして取りまとめた。 

 

○ 本ガイドラインは、検定事業者が効果的・効率的に自己評価・情報公開・第

三者評価を行えるよう、取組のための目安として示すものである。検定試験は

多様な主体によって、様々な分野において実施されているが、各検定事業者

が、本ガイドラインを参考にして、それぞれの検定試験の内容や特色等を踏ま

えつつ、一層積極的に評価や情報公開に取り組むことを期待したい。 
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Ⅰ．検定試験の現状と評価の必要性について 

 

○ 検定試験の評価や情報公開を通じて、質の維持向上を図り、信頼性を確保す

ることは、広く人々の学習意欲の向上や学習成果の社会での活用促進につながる

ものである。さらに、検定事業を活性化する効果が期待できるとともに、学習成

果を適切に生かすことのできる生涯学習社会の実現にも資するものと考えられ

る。 

 

○ 特定非営利活動法人全国検定振興機構がインターネット上の公表情報に基づ

いて調査したところ、平成２５年において、１，１６３の民間検定試験が存在し

ており、それらの分野は、趣味・教養・スポーツ、コンピュータ、オフィス技

能、ご当地、財務・会計・金融、医療、語学・国際業務等、非常に多岐にわたっ

ている。 

 

○ 他方、平成２６年度文部科学省委託調査「検定試験における第三者評価に関

する調査研究」で実施した民間検定事業者に対するアンケート調査（調査対象：

受検者数５千人以上の９０団体、回収率５７．８％）によると、「検定試験の自

己評価シート」を活用した自己評価を実施している団体の割合は約７割で、ま

た、第三者評価の必要性について肯定的意見の割合は約６割であった。 

 

○ また、平成２３年に全国検定振興機構が行った「第２回検定試験に関する実

態調査」では、検定試験受検経験者に対し、「今後自己評価（点検）を行い、そ

の結果を公開する検定実施団体が実施する検定試験は、受検を検討する際に安心

度が増すと思いますか」と質問したところ、肯定的な回答が 7割程度であった。

第三者評価の安心度に関する同様の質問に対する肯定的な回答も、約 7割であっ

た。 

 

○ このように、民間検定事業者や受検者の多くが、自己評価・第三者評価の実

施の必要性について肯定的に捉えており、適切な自己評価や第三者評価の普及に

向けた取組が重要となっている。こうしたことを踏まえ、自己評価及び第三者評

価を行う際の視点・手順・留意点などを今回とりまとめたものである。 
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Ⅱ．検定試験の自己評価について 

 

（１）評価の目的 

○ 検定事業者は、検定試験を実施し、その結果を振り返ることにより、日常的

に検定試験を自己点検し必要な改善を図ることが期待される。 

 

○ これに加えて、自己評価を行い、日常的に行っている自己点検では気付かな

い新たな視点からの改善を図り、その結果に基づきＰＤＣＡサイクルを回すこと

が必要である。すなわち各検定事業者が、自ら行う検定試験について、実施目的

の明確化（Plan）を図り、その目的実現に向けて適切に試験を実施（Do）し、そ

の実施結果を評価（Check）した後、評価結果を検定試験の更なる改善

（Action）につなげていくことが重要である。 

 

○ 評価の実施とその結果の公表により、受検者や活用者に対し、実施する検定

試験の質や信頼性に関する説明責任（アカウンタビリティ）を果たすことが適当

である。 

 

（２）評価の対象  

○ 学習者の学習成果を測り、一定の基準に照らして合格・不合格の決定や達成

した水準の程度を示すもののうち、法令等に基づかず、民間の団体が実施する全

ての検定試験が広く想定される。 

 

○ 自己評価について法的な規制を課すものではないが、評価を通じ検定試験の

質の改善と向上を図るとの認識の下、検定事業者は、自らの判断により、積極

的に自己評価を行うことが強く期待される。 

 

（３）実施回数・実施手順  

○ 少なくとも毎年度 1回は自己評価に取り組むことを基本とする。 

 

○ 実施手順については、別紙１に示した「自己評価の進め方の例」を参考とす

る。 

 

（４）評価項目  

○  別紙２に示した「検定試験の自己評価シート」（以下「自己評価シート」と

いう。）を参考にしつつ、個々の検定試験の目的や内容、規模等に応じた評価

項目を設定することが適当である。 

 

○  自己評価シートの評価項目は、全ての検定試験において共通して必要である

と考えられる項目（番号欄が白色の項目）と、検定試験の規模や目的等に応じ

て評価の実施を判断する項目（番号欄が灰色の項目）に分類される。 
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○  企業・学校・地域等広く社会で活用されることを目指している検定試験は、

自己評価シートの番号欄が灰色の項目についても自己評価を行うことが期待さ

れる。 

 

○ 「該」が付された項目については、各評価項目に記載している【～の場合】

に該当する場合のみ記載することとする。 

 

（５）評価  

○  自己評価シートの各評価項目に対して４段階（Ａ：達成されている、Ｂ：ほ

ぼ達成されている、Ｃ：やや不十分である、Ｄ：不十分で、改善すべき点が多

い）で評価することとする。 

 

（６）評価結果を踏まえた改善  

○  自己評価の結果に基づきＰＤＣＡサイクルを回していくため、自己評価シー

トの「中項目別実態・課題・改善の方向性」欄において、改善の方向性を記載

することとする。中項目レベルでの記載を前提としてはいるが、小項目（特に

ＣやＤの評価を付した項目）についても、改善の方向性を可能な限り記載する

ことが望ましい。 

 

（７）評価結果の公表  

○  自己評価シートの作成に当たっては、受検者や活用者にとって分かりやすい

よう、具体的に記載するとともに、平易な表現とすることが適当である。 

 

○  検定事業者において、受検者や活用者にも分かるよう、ウェブサイト等にお

いて自己評価シートを公表することが適当である。 

 

（８）情報公開 

○ 学習者や活用者（学校・企業等）が各検定試験の信頼性を判断できるよう、

自己評価シートにおいても情報公開に関する項目を設けている（評価項目７）

が、検定事業者においては、別紙３に示した「検定試験の情報公開チェックリ

スト」を参考として、ウェブサイト等を活用して積極的に情報公開を行うこと

が求められる。 
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別紙１ 

 

＜自己評価の進め方の例＞ 

 

 ◆前年度の自己評価の結果・第三者評価の結果（第三者評価

を受審した場合）を踏まえた当該年度の事業計画や具体的

取組の実施  

◆自己評価の実施  
◆自己評価の結果を踏まえた改善方策をとりまとめ  
◆自己評価シートの作成  

検定試験の実施  

検定試験実施回ごとの自己点検  

◆自己評価シートの公表  
◆自己評価結果及び改善方策の組織内での共有  
◆改善方策を翌年度の事業計画や具体的取組に反映  

検定試験の実施  

検定試験の実施  

検定試験実施回ごとの自己点検  

検定試験実施回ごとの自己点検  

点検  

点検  

点検  

改善  

改善  
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「
検
定
試
験
の
自
己
評
価
シ
ー
ト
」
記
載
上
の
留
意
点

○
評
価
シ
ー
ト
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
受
検
者
や
活
用
者
等
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
よ
う
、
具
体
的
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
平
易
な
表
現
と
す
る
。

○
｢
実
績
・
理
由
・
特
記
事
項
等
｣
欄
に
つ
い
て

　
・
欄
内
に
記
載
し
て
あ
る
留
意
事
項
を
参
考
に
記
述
す
る
。
な
お
、
記
述
の
際
に
は
、
欄
内
の
□
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
）
に
係
る
部
分
を
除
き
、
留
意
事
項
は
削
除
す
る
。

　
・
具
体
的
に
記
述
す
る
と
と
も
に
、
可
能
な
限
り
根
拠
（
デ
ー
タ
、
数
値
、
規
定
等
）
を
記
載
す
る
。
（
根
拠
が
膨
大
な
量
と
な
る
場
合
等
は
、
参
照
H
P
等
を
記
載
す
る
。
）

○
｢
評
価
｣
欄
に
つ
い
て

　
・
評
価
に
つ
い
て
は
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
の
４
段
階
（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）
と
す
る
。

　
・
自
己
評
価
で
あ
る
た
め
、
達
成
状
況
等
の
判
断
は
、
評
価
者
に
委
ね
ら
れ
る
が
、
｢
実
績
・
理
由
・
特
記
事
項
等
｣
欄
の
記
載
事
項
等
か
ら
説
明
で
き
る
評
価
と
す
る
。

○
｢
中
項
目
別
実
態
・
課
題
・
改
善
の
方
向
性
｣
欄
に
つ
い
て

　
・
中
項
目
レ
ベ
ル
で
の
記
載
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
小
項
目
（
特
に
Ｃ
、
Ｄ
評
価
を
付
し
た
項
目
）
に
つ
い
て
も
改
善
の
方
向
性
を
可
能
な
限
り
記
載
す
る
。

○
評
価
項
目
の
番
号
欄
の
色
に
つ
い
て

　
・
評
価
項
目
の
番
号
欄
が
白
色
の
項
目
は
、
全
て
の
検
定
試
験
に
共
通
し
て
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
項
目
で
あ
る
。

　
・
評
価
項
目
の
番
号
欄
が
灰
色
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
検
定
試
験
の
規
模
や
目
的
等
に
応
じ
て
、
評
価
の
実
施
を
判
断
す
る
。

　
・
企
業
・
学
校
・
地
域
等
広
く
社
会
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
検
定
試
験
は
、
全
て
の
項
目
に
つ
い
て
自
己
評
価
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

○
｢
該
（
該
当
項
目
）
｣
に
つ
い
て

　
・
【
～
の
場
合
】
に
該
当
す
る
場
合
の
み
記
載
す
る
。

○
小
項
目
に
記
載
さ
れ
た
内
容
以
外
に
独
自
に
評
価
を
行
う
事
項
が
あ
る
場
合
は
、
項
目
を
適
宜
追
加
す
る
。

○
｢
そ
の
他
特
記
事
項
等
｣
項
目
に
つ
い
て

　
・
中
項
目
ご
と
に
、
小
項
目
以
外
の
特
記
事
項
等
が
あ
れ
ば
記
載
す
る
。
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○

○
○

○
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○

実
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・
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・
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記
事

項
等

評
価

1

《
検

定
試

験
の

目
的

》
○

検
定

試
験

の
目

的
が

明
確

で
あ

る
。

検
定

試
験

の
目

的
を

記
載

す
る

と
と

も
に

、
受

検
者

や
活

用
者

に
対

し
て

ど
の

よ
う

に
明

示
し

て
い

る
か

を
記

載
。

2

《
検

定
事

業
の

実
施

に
関

す
る

組
織

体
制

》
○

検
定

試
験

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

の
組

織
と

し
て

、
検

定
事

業
実

施
体

制
（
役

職
員

体
制

、
事

務
処

理
体

制
、

危
機

管
理

体
制

、
内

部
チ

ェ
ッ

ク
体

制
等

）
が

適
切

に
構

成
さ

れ
て

い
る

。

備
え

て
い

る
組

織
体

制
に

つ
い

て
チ

ェ
ッ

ク
し

、
検

定
試

験
が

ど
の

よ
う

な
体

制
で

実
施

さ
れ

て
い

る
か

、
十

分
な

体
制

で
あ

る
か

な
ど

を
記

載
。

□
検

定
事

業
実

施
体

制
　

　
□

役
職

員
体

制
　

　
□

事
務

処
理

体
制

　
　

□
危

機
管

理
体

制
　

　
□

内
部

チ
ェ

ッ
ク

体
制

　
　

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

（
具

体
に

記
載

…
･･

･･
･･

･･
･･

･･
･･

･･
･･

･･
･･

･･
･･

･）

※
「
危

機
管

理
体

制
」
と

は
、

災
害

、
情

報
漏

え
い

、
シ

ス
テ

ム
障

害
な

ど
受

検
者

や
活

用
者

へ
の

重
大

な
影

響
が

あ
る

事
態

を
想

定
し

た
体

制
を

い
う

。

3

《
検

定
実

施
主

体
の

財
務

経
理

情
報

の
備

え
置

き
》

○
実

施
主

体
の

財
務

経
理

情
報

を
備

え
て

い
る

（
検

定
試

験
を

継
続

し
て

実
施

し
て

い
る

場
合

に
は

、
複

数
年

分
の

財
務

経
理

情
報

を
備

え
て

い
る

）
。

財
務

経
理

情
報

を
備

え
置

い
て

い
る

か
に

つ
い

て
チ

ェ
ッ

ク
す

る
。

□
備

え
て

い
る

（
具

体
に

記
載

･･
･･

･･
･･

･･
･･

･･
･･

･･
･･

･･
･･

･･
･　

）
□

備
え

て
い

な
い

※
「
財

務
経

理
情

報
」
と

は
、

例
え

ば
、

収
支

計
算

書
、

貸
借

対
照

表
、

財
産

目
録

等
を

指
す

。
但

し
、

こ
れ

は
あ

く
ま

で
も

例
示

で
あ

り
、

組
織

形
態

（
公

益
法

人
、

一
般

法
人

、
N

P
O

法
人

、
株

式
会

社
等

）
に

よ
り

異
な

る
。

Ⅰ 　 検 定 試 験 の 実 施 主 体 に 関 す る 事 項

 【
評

価
の

視
点

】
　

　
検

定
試

験
を

継
続

的
・
安

定
的

に
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
組

織
体

制
や

財
務

基
盤

を
有

す
る

と
と

も
に

、
受

検
者

や
活

用
者

（
学

校
・
企

業
等

）
へ

の
適

切
な

情
報

公
開

と
個

人
情

報
の

保
護

が
な

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

ま
た

、
実

施
主

体
自

身
が

、
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
サ

イ
ク

ル
に

基
づ

き
、

組
織

的
・
継

続
的

に
事

業
を

改
善

し
て

い
く
組

織
と

な
っ

て
い

る
こ

と
。

① 組 織 ・ 財 務

検
定

試
験

名
：

【
４

段
階

評
価

の
目

安
】

Ａ
 ：

達
成

さ
れ

て
い

る
　

Ｂ
 ：

ほ
ぼ

達
成

さ
れ

て
い

る
　

Ｃ
 ：

や
や

不
十

分
で

あ
る

　
Ｄ

 ：
不

十
分

で
、

改
善

す
べ

き
点

が
多

い

大
項

目
中

項
目

小
項

目
中

項
目

別
実

態
・
課

題
・
改

善
の

方
向

性
等

評
価

項
目

検
定

試
験

の
自

己
評

価
シ

ー
ト

自
己

評
価

実
施

日
：
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

検
定

事
業

者
名

：
○

○
○

○
○

○
○
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実
績

・
理

由
・
特

記
事

項
等

評
価

大
項

目
中

項
目

小
項

目
中

項
目

別
実

態
・
課

題
・
改

善
の

方
向

性
等

評
価

項
目

4

《
検

定
実

施
主

体
の

財
務

経
理

の
監

査
》

○
財

務
経

理
に

関
し

て
、

定
期

的
、

ま
た

は
、

適
宜

監
査

を
受

け
て

い
る

。

監
査

を
受

け
て

い
る

か
ど

う
か

に
つ

い
て

チ
ェ

ッ
ク

し
、

ど
の

よ
う

な
監

査
を

受
け

て
い

る
の

か
に

つ
い

て
記

載
。

□
受

け
て

い
る

（
□

内
部

監
査

、
□

外
部

監
査

、
□

そ
の

他
）

（
具

体
に

記
載

･･
･･

･･
･･

･･
･･

･･
･･

･･
･･

･･
･･

･･
･）

□
受

け
て

い
な

い
（
理

由
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

※
監

査
は

、
内

部
監

査
、

外
部

監
査

の
両

方
を

含
む

。

5

《
検

定
事

業
以

外
の

事
業

と
の

区
分

》
○

検
定

事
業

と
そ

の
他

の
事

業
の

財
務

経
理

の
区

分
が

明
確

で
あ

る
。

区
分

が
明

確
で

あ
る

か
ど

う
か

に
つ

い
て

チ
ェ

ッ
ク

す
る

。
□

区
分

が
明

確
で

あ
る

。
□

区
分

を
行

っ
て

い
な

い
、

又
は

、
区

分
が

明
確

で
な

い
。

□
そ

の
他

の
事

業
を

行
っ

て
い

な
い

。

※
｢そ

の
他

の
事

業
｣と

は
、

他
の

検
定

試
験

事
業

や
検

定
試

験
以

外
の

事
業

を
い

う
。

6

○
そ

の
他

の
特

記
事

項
等

。

7

《
検

定
試

験
に

関
す

る
情

報
公

開
》

○
受

検
者

や
活

用
者

（
学

校
・
企

業
等

）
に

対
し

て
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
等

を
活

用
し

て
、

検
定

試
験

の
実

施
主

体
に

関
す

る
事

項
や

、
検

定
試

験
に

関
す

る
情

報
が

公
開

さ
れ

て
い

る
。

情
報

公
開

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
を

も
と

に
、

情
報

公
開

す
る

項
目

や
方

法
を

明
確

に
定

め
て

い
る

か
ど

う
か

、
ま

た
、

定
め

て
い

る
通

り
に

情
報

公
開

し
て

い
る

か
ど

う
か

に
つ

い
て

記
載

。

8

《
個

人
情

報
保

護
》

○
受

検
者

の
個

人
情

報
保

護
に

関
す

る
方

針
や

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

が
整

備
さ

れ
る

な
ど

、
個

人
情

報
保

護
が

徹
底

さ
れ

て
い

る
。

個
人

情
報

保
護

に
関

し
て

ど
の

よ
う

な
方

針
・
規

程
（
例

え
ば

、
個

人
情

報
保

護
方

針
な

ど
）
に

ど
の

よ
う

な
内

容
を

定
め

て
い

る
か

、
ど

の
よ

う
な

取
組

（
例

え
ば

、
個

人
情

報
保

護
の

体
制

が
日

本
工

業
規

格
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
示

す
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
マ

ー
ク

を
取

得
し

た
上

で
、

個
人

情
報

保
護

に
万

全
を

期
し

て
い

る
状

況
な

ど
）
を

行
っ

て
い

る
か

を
記

載
。

ま
た

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
接

続
し

た
情

報
通

信
シ

ス
テ

ム
を

活
用

し
て

い
る

場
合

な
ど

は
、

外
部

か
ら

の
不

正
ア

ク
セ

ス
の

防
御

対
策

な
ど

の
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
に

つ
い

て
記

載
。

9

○
そ

の
他

の
特

記
事

項
等

。

1
0

 《
質

の
向

上
に

向
け

た
取

組
》

○
目

標
(Ｐ

ｌａ
ｎ

)－
実

行
(Ｄ

ｏ
)－

評
価

(Ｃ
ｈ

ｅ
ｃ
ｋ
)－

改
善

(Ａ
ｃ
ｔｉ
ｏ

ｎ
)と

い
う

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

に
基

づ
き

、
組

織
的

・
継

続
的

に
検

定
試

験
の

運
営

等
を

改
善

す
る

と
と

も
に

、
自

己
評

価
シ

ー
ト

等
が

公
表

さ
れ

て
い

る
。

実
際

に
組

織
と

し
て

ど
の

よ
う

な
仕

組
み

で
P

D
C

A
に

基
づ

き
検

定
試

験
の

運
営

等
の

改
善

が
な

さ
れ

て
い

る
か

（
例

え
ば

、
自

己
評

価
・
第

三
者

評
価

や
試

験
実

施
ご

と
に

行
う

自
己

点
検

を
受

け
た

改
善

、
受

検
者

や
活

用
者

に
対

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
の

結
果

を
踏

ま
え

た
改

善
な

ど
）
を

記
載

。
ま

た
、

自
己

評
価

シ
ー

ト
や

、
第

三
者

評
価

を
受

け
た

場
合

に
は

第
三

者
評

価
の

結
果

を
公

開
し

て
い

る
か

に
つ

い
て

記
載

。

1
1

○
そ

の
他

の
特

記
事

項
等

。

Ⅰ 　 検 定 試 験 の 実 施 主 体 に 関 す る 事 項

① 組 織 ・ 財 務 ② 情 報 公 開 、 個 人 情 報 ③ 事 業 の 改 善 に 向 け た 取 組
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実
績

・
理

由
・
特

記
事

項
等

評
価

大
項

目
中

項
目

小
項

目
中

項
目

別
実

態
・
課

題
・
改

善
の

方
向

性
等

評
価

項
目

1
2

《
検

定
試

験
の

概
要

》
○

検
定

試
験

の
目

的
に

沿
っ

て
、

測
る

知
識

・
技

能
、

領
域

（
分

野
）
、

対
象

層
（
受

検
資

格
等

）
、

試
験

範
囲

、
水

準
等

が
級

ご
と

に
明

確
に

な
っ

て
い

る
。

ど
の

よ
う

に
定

め
て

い
る

か
、

級
ご

と
に

明
確

に
な

っ
て

い
る

か
を

記
載

。
ま

た
、

例
え

ば
、

年
齢

や
学

年
等

に
対

応
し

て
難

易
度

が
明

確
に

な
っ

て
い

る
か

、
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

言
語

共
通

参
照

枠
（
C

E
F
R

）
な

ど
国

際
標

準
規

格
と

関
連

し
て

い
る

場
合

は
ど

の
よ

う
な

関
係

に
な

っ
て

い
る

か
な

ど
に

つ
い

て
も

記
載

。

1
3

該

《
受

検
資

格
》

【
受

検
資

格
を

制
限

す
る

試
験

の
場

合
】

○
年

齢
や

事
前

の
講

座
受

講
の

有
無

等
に

よ
っ

て
受

検
資

格
が

制
限

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
の

合
理

的
な

理
由

が
示

さ
れ

て
い

る
。

ど
の

よ
う

な
理

由
で

制
限

を
設

け
て

い
る

か
、

受
検

者
に

対
し

て
ど

の
よ

う
に

示
し

て
い

る
か

を
記

載
。

1
4

《
受

検
手

続
・
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
等

》
○

試
験

の
実

施
規

則
・
要

項
等

に
お

い
て

、
受

検
手

続
・
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
が

適
切

に
定

め
ら

れ
る

と
と

も
に

、
常

時
、

見
直

し
を

行
っ

て
い

る
。

受
検

手
続

・
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
等

に
つ

い
て

、
例

え
ば

、
出

願
に

必
要

な
証

明
書

の
取

得
期

間
や

受
検

者
へ

の
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

な
ど

、
ど

の
よ

う
な

こ
と

を
考

慮
し

て
定

め
て

い
る

の
か

を
記

載
。

1
5

《
問

い
合

わ
せ

先
の

設
置

》
○

受
検

者
か

ら
の

手
続

等
に

関
す

る
問

い
合

わ
せ

、
試

験
後

の
問

い
合

わ
せ

先
が

設
置

さ
れ

適
切

に
公

開
さ

れ
て

い
る

。

設
置

し
て

い
る

問
い

合
わ

せ
窓

口
に

つ
い

て
チ

ェ
ッ

ク
す

る
と

と
も

に
、

連
絡

先
、

受
付

時
間

、
Ｕ

Ｒ
Ｌ

な
ど

を
記

載
。

□
受

検
手

続
に

関
す

る
問

い
合

わ
せ

窓
口

　
（
連

絡
先

等
を

記
載

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
　

）
□

試
験

後
の

疑
義

申
し

立
て

な
ど

の
対

応
窓

口
　

（
連

絡
先

等
を

記
載

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
　

）
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

（
連

絡
先

等
を

記
載

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
　

）

1
6

《
受

検
料

》
○

受
検

料
の

適
正

性
・
妥

当
性

に
つ

い
て

点
検

・
検

証
さ

れ
て

い
る

。

ど
の

よ
う

な
考

え
方

で
受

検
料

を
設

定
し

て
い

る
か

、
ま

た
、

で
き

る
だ

け
多

く
の

学
習

者
が

受
検

で
き

る
よ

う
適

正
な

受
検

料
の

設
定

に
努

め
て

い
る

か
な

ど
を

記
載

。

1
7

《
障

害
者

へ
の

配
慮

》
○

 障
害

者
が

受
検

す
る

場
合

に
、

そ
の

実
施

に
伴

う
負

担
が

過
重

で
な

い
と

き
は

、
必

要
か

つ
合

理
的

な
配

慮
が

行
わ

れ
て

い
る

。

当
該

検
定

試
験

に
お

け
る

「
障

害
を

理
由

と
す

る
差

別
の

解
消

の
推

進
に

関
す

る
法

律
（
平

成
2
5
年

法
律

第
6
5
号

）
」
に

基
づ

く
必

要
か

つ
合

理
的

な
配

慮
に

つ
い

て
、

そ
の

考
え

方
や

内
容

を
記

載
。

（
参

考
）
文

部
科

学
省

所
管

事
業

分
野

に
お

け
る

障
害

を
理

由
と

す
る

差
別

の
解

消
の

推
進

に
関

す
る

対
応

指
針

（
h
tt

p
:/

/
w

w
w

.m
e
xt

.g
o
.jp

/
a_

m
e
n
u
/
sh

o
to

u
/
to

ku
b
e
tu

/
m

at
e
ri
al

/
1
3
6
4
7
2
5
.h

tm
）

1
8

《
多

く
の

受
検

者
が

簡
便

・
公

平
に

受
検

で
き

る
た

め
の

配
慮

》
○

よ
り

多
く
の

受
検

者
が

、
簡

便
、

か
つ

、
公

平
に

受
検

で
き

る
よ

う
な

配
慮

が
行

わ
れ

て
い

る
。

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
出

願
な

ど
に

よ
る

受
検

者
の

利
便

性
へ

の
配

慮
、

受
検

料
の

割
引

制
度

な
ど

受
検

者
に

応
じ

た
配

慮
、

公
平

性
を

保
っ

た
上

で
学

校
等

で
受

検
で

き
る

よ
う

に
す

る
な

ど
近

隣
に

受
検

会
場

が
な

い
受

検
者

の
利

便
性

の
確

保
、

検
定

試
験

の
目

的
や

内
容

・
規

模
等

に
応

じ
た

外
国

人
へ

の
一

定
の

配
慮

、
小

さ
な

子
供

を
連

れ
て

い
て

も
受

検
が

可
能

と
な

る
よ

う
な

配
慮

な
ど

が
な

さ
れ

て
い

る
か

に
つ

い
て

、
実

施
し

て
い

る
内

容
を

記
載

。

1
9

○
そ

の
他

の
特

記
事

項
等

。

Ⅱ 　 検 定 試 験 の 実 施 に 関 す る 事 項

【
評

価
の

視
点

】
　

　
適

正
か

つ
公

正
で

透
明

性
の

高
い

検
定

試
験

の
実

施
体

制
を

有
す

る
と

と
も

に
、

受
検

手
続

を
明

確
に

し
た

上
で

目
的

や
内

容
、

規
模

等
に

応
じ

た
適

切
な

取
組

を
行

っ
て

い
る

こ
と

。

① 受 検 手 続 等
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実
績

・
理

由
・
特

記
事

項
等

評
価

大
項

目
中

項
目

小
項

目
中

項
目

別
実

態
・
課

題
・
改

善
の

方
向

性
等

評
価

項
目

2
0

《
作

問
・
審

査
体

制
》

○
検

定
試

験
の

目
的

、
内

容
、

規
模

等
に

応
じ

て
、

検
定

試
験

の
作

問
体

制
・
審

査
体

制
が

適
切

に
構

成
さ

れ
、

運
営

さ
れ

て
い

る
。

検
定

試
験

の
作

問
・
審

査
が

ど
の

よ
う

な
体

制
で

実
施

さ
れ

て
い

る
か

、
十

分
な

体
制

で
あ

る
か

や
、

実
施

し
て

い
る

取
組

の
内

容
（
例

え
ば

、
作

問
・
審

査
基

準
の

策
定

や
、

採
点

者
に

対
す

る
審

査
基

準
の

周
知

、
採

点
時

に
お

け
る

エ
ラ

ー
チ

ェ
ッ

ク
の

実
施

な
ど

）
を

記
載

。

2
1

《
情

報
の

管
理

体
制

》
○

検
定

試
験

に
関

す
る

情
報

管
理

体
制

が
適

切
に

構
成

さ
れ

、
情

報
管

理
対

策
（
情

報
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
整

備
や

担
当

者
へ

の
研

修
・
注

意
喚

起
な

ど
）
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
。

試
験

問
題

、
解

答
等

の
文

書
の

作
成

、
印

刷
、

搬
送

、
保

管
上

の
管

理
や

受
検

者
の

個
人

情
報

の
管

理
に

関
し

て
、

ど
の

よ
う

な
体

制
が

組
織

さ
れ

、
ど

の
よ

う
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

か
に

つ
い

て
記

載
。

2
2

《
各

試
験

会
場

を
総

括
す

る
責

任
者

の
配

置
》

○
各

試
験

会
場

を
総

括
す

る
責

任
者

が
配

置
さ

れ
て

い
る

。
配

置
の

状
況

を
記

載
す

る
と

と
も

に
、

責
任

者
の

役
割

が
明

確
に

な
っ

て
い

る
か

、
事

前
に

ど
の

よ
う

に
説

明
・
研

修
等

を
行

っ
て

い
る

か
に

つ
い

て
記

載
。

2
3

《
試

験
監

督
業

務
に

つ
い

て
の

共
通

理
解

》
○

試
験

監
督

業
務

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

が
定

め
ら

れ
て

お
り

、
試

験
実

施
会

場
・
機

関
に

事
前

に
配

付
さ

れ
て

お
り

、
試

験
監

督
者

等
の

共
通

理
解

が
図

ら
れ

て
い

る
。

ど
の

よ
う

な
マ

ニ
ュ

ア
ル

が
定

め
ら

れ
て

い
る

か
、

ま
た

、
ど

の
よ

う
に

共
通

理
解

を
図

っ
て

い
る

か
を

記
載

。

2
4

該

《
学

校
等

が
試

験
を

実
施

す
る

会
場

を
設

け
て

い
る

場
合

の
公

平
性

の
確

保
》

【
検

定
実

施
団

体
自

ら
が

試
験

を
実

施
す

る
会

場
と

は
別

に
、

学
校

や
民

間
教

育
施

設
等

が
試

験
を

実
施

す
る

会
場

を
設

け
て

い
る

場
合

】
○

検
定

実
施

団
体

自
ら

が
試

験
を

実
施

す
る

会
場

と
同

等
の

公
平

さ
が

確
保

さ
れ

て
い

る
。

試
験

日
の

違
い

に
よ

っ
て

試
験

の
条

件
に

不
公

平
が

生
じ

な
い

か
、

適
切

な
試

験
監

督
の

体
制

が
と

ら
れ

て
い

る
か

、
試

験
会

場
に

試
験

に
関

す
る

掲
示

物
が

無
い

か
な

ど
、

ど
の

よ
う

に
公

平
性

を
確

保
し

て
い

る
か

を
記

載
。

2
5

《
受

検
者

の
本

人
確

認
》

○
受

検
者

の
本

人
確

認
は

、
顔

写
真

を
添

付
し

た
受

検
票

の
用

意
や

身
分

証
に

よ
る

照
合

な
ど

、
本

人
確

認
が

確
実

に
行

わ
れ

る
よ

う
講

じ
ら

れ
て

い
る

。

ど
の

よ
う

に
本

人
確

認
を

行
っ

て
い

る
か

、
本

人
確

認
の

考
え

方
を

記
載

。

2
6

《
不

正
行

為
等

へ
の

対
応

策
》

○
受

検
者

の
不

正
行

為
・
迷

惑
行

為
防

止
に

関
す

る
適

切
な

対
応

策
が

講
じ

ら
れ

る
と

と
も

に
、

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
が

作
成

さ
れ

、
職

員
や

試
験

監
督

者
等

の
共

通
理

解
が

図
ら

れ
て

い
る

。

特
に

、
近

年
の

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
等

の
情

報
通

信
機

器
の

小
型

化
・
高

度
化

を
踏

ま
え

た
対

応
な

ど
を

含
め

、
不

正
行

為
・
迷

惑
行

為
防

止
の

た
め

の
対

応
策

や
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

が
定

め
ら

れ
て

い
る

か
、

ま
た

、
ど

の
よ

う
に

役
職

員
や

試
験

当
日

の
試

験
監

督
者

等
の

共
通

理
解

を
図

っ
て

い
る

か
記

載
。

2
7

《
天

災
等

の
ト

ラ
ブ

ル
へ

の
対

応
》

○
試

験
当

日
、

天
災

や
交

通
機

関
の

遅
延

等
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

試
験

開
始

時
刻

の
変

更
や

再
受

検
の

容
認

な
ど

、
受

検
機

会
の

確
保

に
つ

い
て

配
慮

さ
れ

て
い

る
。

ど
の

よ
う

な
配

慮
が

さ
れ

て
い

る
か

、
ま

た
、

そ
の

よ
う

な
事

態
に

な
っ

た
場

合
、

ど
の

よ
う

な
体

制
で

対
応

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

か
を

記
載

。

2
8

○
そ

の
他

の
特

記
事

項
等

。

Ⅱ 　 検 定 試 験 の 実 施 に 関 す る 事 項

② 試 験 実 施
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実
績

・
理

由
・
特

記
事

項
等

評
価

大
項

目
中

項
目

小
項

目
中

項
目

別
実

態
・
課

題
・
改

善
の

方
向

性
等

評
価

項
目

2
9

該

《
受

検
機

会
の

確
保

》
【
学

校
の

単
位

認
定

や
入

試
等

の
際

に
活

用
さ

れ
る

検
定

試
験

の
場

合
】

○
受

検
機

会
の

設
定

に
関

し
て

児
童

生
徒

等
が

不
利

益
を

被
ら

な
い

よ
う

に
、

配
慮

が
な

さ
れ

て
い

る
。

配
慮

事
項

（
例

え
ば

、
学

校
行

事
等

と
重

な
ら

な
い

よ
う

な
複

数
の

受
検

日
の

設
定

な
ど

）
に

つ
い

て
記

載
。

3
0

該

《
検

定
試

験
と

学
習

指
導

要
領

と
の

関
係

》
【
学

校
の

単
位

認
定

や
入

試
等

の
際

に
活

用
さ

れ
る

検
定

試
験

の
場

合
】

○
当

該
検

定
試

験
と

学
校

教
育

と
の

関
係

性
（
学

習
指

導
要

領
に

基
づ

く
学

校
に

お
け

る
学

習
と

の
関

連
等

）
が

明
確

に
な

っ
て

い
る

。

学
習

指
導

要
領

に
準

拠
し

て
い

る
か

ど
う

か
、

準
拠

し
て

い
る

場
合

は
、

検
定

試
験

と
学

習
指

導
要

領
と

の
関

連
（
例

え
ば

、
級

ご
と

の
学

校
段

階
・
学

年
・
学

習
内

容
等

と
の

対
応

な
ど

）
に

つ
い

て
記

載
。

ま
た

、
学

習
指

導
要

領
の

改
訂

に
対

し
て

、
ど

の
よ

う
な

体
制

で
、

ど
の

よ
う

な
見

直
し

を
行

っ
て

い
る

か
を

記
載

。

3
1

該

《
試

験
結

果
の

公
平

性
・
安

定
性

》
【
学

校
の

単
位

認
定

や
入

試
等

の
際

に
活

用
さ

れ
る

検
定

試
験

の
場

合
】

○
年

度
ご

と
や

、
年

間
の

回
ご

と
で

の
試

験
結

果
が

一
定

の
も

の
と

な
る

よ
う

検
証

さ
れ

て
い

る
。

年
度

ご
と

や
、

年
間

の
回

ご
と

の
試

験
の

難
易

度
が

平
準

化
さ

れ
て

い
る

か
、

想
定

し
て

い
た

学
習

指
導

要
領

の
水

準
等

に
準

拠
し

て
い

る
か

な
ど

、
試

験
結

果
の

公
平

性
や

安
定

性
が

保
た

れ
て

い
る

か
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

な
体

制
で

、
ど

の
よ

う
な

検
証

を
実

施
し

て
い

る
か

記
載

。

3
2

該

○
そ

の
他

の
特

記
事

項
等

。

3
3

該

《
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

を
使

う
場

合
の

本
人

確
認

》
【
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

を
使

っ
て

行
う

試
験

の
場

合
】

○
ID

と
パ

ス
ワ

ー
ド

等
で

本
人

確
認

が
行

わ
れ

て
い

る
。

ど
の

よ
う

な
本

人
確

認
を

行
っ

て
い

る
か

を
記

載
。

3
4

該

《
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

の
使

い
や

す
さ

》
【
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

を
使

っ
て

行
う

試
験

の
場

合
】

○
テ

ス
ト

画
面

や
操

作
方

法
が

受
検

者
に

わ
か

り
易

く
な

っ
て

い
る

。

ど
の

よ
う

な
対

策
を

行
っ

て
い

る
か

を
記

載
。

3
5

該

《
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

の
安

定
性

の
確

保
》

【
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

を
使

っ
て

行
う

試
験

の
場

合
】

○
シ

ス
テ

ム
の

冗
長

化
、

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

リ
カ

バ
リ

ー
等

に
つ

い
て

適
切

に
行

わ
れ

て
い

る
。

ど
の

よ
う

な
対

策
を

行
っ

て
い

る
か

を
記

載
。

※
「
冗

長
化

」
と

は
、

障
害

が
発

生
す

る
場

合
に

備
え

て
、

シ
ス

テ
ム

を
二

重
化

し
て

予
備

シ
ス

テ
ム

を
準

備
す

る
こ

と
を

い
う

。

3
6

該

○
そ

の
他

の
特

記
事

項
等

。

Ⅱ 　 検 定 試 験 の 実 施 に 関 す る 事 項

③ 学 校 の 単 位 認 定 や 入 試 等 に 活 用 さ れ る 検 定 試 験 ④ コ ン ピ ュ ー タ ー を 使 っ て 行 う 検 定 試 験
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実
績

・
理

由
・
特

記
事

項
等

評
価

大
項

目
中

項
目

小
項

目
中

項
目

別
実

態
・
課

題
・
改

善
の

方
向

性
等

評
価

項
目

3
7

《
検

定
試

験
の

設
計

》
○

検
定

試
験

の
目

的
に

沿
っ

て
、

適
切

に
知

識
・
技

能
を

測
れ

る
よ

う
、

設
計

が
行

わ
れ

て
い

る
。

目
的

に
沿

っ
て

、
ど

の
よ

う
に

検
定

試
験

の
設

計
が

な
さ

れ
て

い
る

か
、

適
切

な
も

の
と

な
っ

て
い

る
か

な
ど

を
記

載
。

※
検

定
試

験
の

「
設

計
」
と

は
、

テ
ス

ト
で

測
る

知
識

・
技

能
、

領
域

（
分

野
）
、

対
象

層
、

試
験

範
囲

、
実

施
形

態
（
問

題
形

式
・
解

答
形

式
）
、

水
準

な
ど

を
定

め
る

こ
と

を
指

す
。

3
8

《
試

験
問

題
と

測
る

知
識

・
技

能
の

関
係

》
○

検
定

試
験

の
設

計
に

従
っ

て
、

各
問

題
項

目
が

つ
く
ら

れ
て

い
る

。

ど
の

よ
う

に
設

計
と

合
致

し
て

い
る

こ
と

を
検

証
し

て
い

る
か

（
例

え
ば

、
作

問
委

員
会

に
よ

る
検

討
、

解
答

の
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
の

実
施

な
ど

）
を

記
載

。

3
9

《
内

容
・
手

段
等

の
見

直
し

の
体

制
》

○
知

識
・
技

術
の

発
展

や
社

会
環

境
の

変
化

に
応

じ
て

、
内

容
や

手
段

等
を

常
時

見
直

す
体

制
と

な
っ

て
い

る
。

例
え

ば
、

検
定

の
内

容
に

関
わ

る
法

令
の

改
正

や
科

学
技

術
の

発
展

、
学

校
や

企
業

な
ど

の
ニ

ー
ズ

の
変

化
な

ど
、

知
識

・
技

術
の

発
展

や
社

会
環

境
の

変
化

に
対

応
し

た
内

容
・
手

段
等

と
す

る
た

め
、

実
際

に
組

織
と

し
て

ど
の

よ
う

な
体

制
で

、
ど

の
よ

う
な

見
直

し
が

行
わ

れ
て

い
る

か
を

記
載

。

4
0

○
そ

の
他

の
特

記
事

項
等

。

4
1

《
審

査
・
採

点
基

準
の

明
確

さ
・
適

切
さ

》
○

審
査

・
採

点
の

基
準

が
明

確
に

定
め

ら
れ

て
あ

り
、

ま
た

、
こ

れ
が

当
該

検
定

試
験

の
設

計
と

合
致

し
て

い
る

。

ど
の

よ
う

に
審

査
・
採

点
の

基
準

を
決

め
て

い
る

の
か

、
明

確
な

基
準

と
な

っ
て

い
る

か
、

ど
の

よ
う

に
設

計
と

合
致

し
て

い
る

こ
と

を
検

証
し

て
い

る
か

を
記

載
。

4
2

該

《
主

観
的

な
評

定
に

お
け

る
採

点
の

公
平

性
の

確
保

》
【
面

接
・
論

文
・
実

技
等

の
主

観
的

評
定

の
場

合
】

○
面

接
・
論

文
・
実

技
等

の
主

観
的

評
定

に
つ

い
て

、
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
周

知
や

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

の
実

施
に

よ
り

採
点

基
準

に
つ

い
て

の
共

通
理

解
が

確
保

さ
れ

、
公

平
な

採
点

が
な

さ
れ

て
い

る
。

ど
の

よ
う

に
共

通
理

解
及

び
公

平
な

採
点

の
確

保
を

行
っ

て
い

る
か

を
記

載
。

4
3

○
そ

の
他

の
特

記
事

項
等

。

Ⅲ 　 検 定 試 験 の 試 験 問 題 に 関 す る 事 項

【
評

価
の

視
点

】
　

　
検

定
試

験
の

目
的

や
内

容
が

明
確

で
あ

り
、

知
識

・
技

能
を

測
る

手
法

や
審

査
･採

点
の

基
準

等
が

適
切

で
あ

る
こ

と
。

① 測 定 内 容 ・ 問 題 項 目 ② 審 査 ・ 採 点
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実
績

・
理

由
・
特

記
事

項
等

評
価

大
項

目
中

項
目

小
項

目
中

項
目

別
実

態
・
課

題
・
改

善
の

方
向

性
等

評
価

項
目

4
4

《
試

験
結

果
に

基
づ

く
試

験
の

改
善

》
○

試
験

結
果

か
ら

得
ら

れ
る

デ
ー

タ
に

基
づ

き
、

検
定

試
験

の
問

題
内

容
や

測
定

手
法

、
審

査
・
採

点
基

準
に

つ
い

て
検

証
し

継
続

的
な

改
善

を
図

っ
て

い
る

。

検
定

試
験

の
問

題
内

容
や

測
定

手
法

、
審

査
・
採

点
基

準
に

つ
い

て
の

検
証

や
継

続
的

な
改

善
を

行
う

体
制

及
び

方
法

（
例

え
ば

、
受

検
者

の
解

答
状

況
を

踏
ま

え
た

作
問

委
員

会
に

お
け

る
検

討
、

試
験

の
信

頼
性

な
ど

の
統

計
指

標
に

よ
る

検
証

な
ど

）
に

つ
い

て
記

載
。

4
5

○
そ

の
他

の
特

記
事

項
等

。

4
6

該

《
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

と
紙

の
試

験
の

公
平

》
【
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

を
使

っ
て

行
う

試
験

の
場

合
】

○
通

常
の

紙
に

よ
る

試
験

と
同

様
の

結
果

が
得

ら
れ

る
よ

う
な

配
慮

が
な

さ
れ

て
い

る
。

２
つ

の
テ

ス
ト

間
の

相
関

関
係

の
分

析
や

得
点

の
換

算
表

の
作

成
な

ど
、

配
慮

し
て

い
る

内
容

を
記

載
。

4
7

該

○
そ

の
他

の
特

記
事

項
等

。

Ⅲ 　 検 定 試 験 の 試 験 問 題 に 関 す る 事 項

③ 試 験 結 果 に 基 づ く 試 験 の 改 善

④ コ ン ピ ュ ー タ ー を 使 っ て

行 う 検 定 試 験
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実
績

・
理

由
・
特

記
事

項
等

評
価

大
項

目
中

項
目

小
項

目
中

項
目

別
実

態
・
課

題
・
改

善
の

方
向

性
等

評
価

項
目

4
8

《
検

定
の

結
果

を
証

明
す

る
書

類
の

発
行

》
○

検
定

の
結

果
を

証
明

す
る

合
格

証
や

認
定

証
等

が
発

行
さ

れ
て

い
る

。

合
格

証
や

認
定

証
等

が
発

行
さ

れ
て

い
る

か
ど

う
か

に
つ

い
て

チ
ェ

ッ
ク

す
る

。
□

発
行

さ
れ

て
い

る
（
具

体
に

記
載

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
）

□
発

行
し

て
い

な
い

4
9

《
受

検
者

が
獲

得
し

た
知

識
・
技

能
の

明
示

》
○

受
検

者
が

獲
得

し
た

又
は

保
持

し
て

い
る

知
識

・
技

能
の

内
容

を
、

活
用

者
が

一
見

し
て

判
断

し
得

る
よ

う
明

ら
か

に
し

て
い

る
。

各
級

で
獲

得
で

き
る

知
識

・
技

能
に

つ
い

て
、

活
用

者
に

わ
か

り
や

す
い

よ
う

ど
の

よ
う

に
明

ら
か

に
し

て
い

る
か

（
例

え
ば

、
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
で

の
明

示
、

合
格

証
や

認
定

証
等

に
お

け
る

明
記

な
ど

）
を

記
載

。

5
0

《
検

定
試

験
と

活
用

先
の

能
力

の
関

係
》

○
当

該
検

定
試

験
と

企
業

等
や

地
域

等
の

社
会

に
お

け
る

諸
活

動
と

の
関

係
性

が
明

確
に

な
っ

て
い

る
。

職
業

能
力

と
の

関
係

性
（
例

え
ば

、
企

業
等

に
お

け
る

業
務

の
質

の
向

上
や

効
率

化
に

対
す

る
効

果
、

専
門

的
な

資
格

の
認

定
要

件
に

な
っ

て
い

る
な

ど
特

定
の

職
業

の
専

門
性

と
の

関
連

等
）
や

、
地

域
活

動
や

家
庭

生
活

と
の

関
係

性
（
例

え
ば

、
特

定
の

地
域

活
動

を
行

う
際

に
求

め
ら

れ
て

い
る

能
力

と
の

関
係

等
）
な

ど
受

検
者

が
社

会
で

行
う

活
動

と
の

関
係

性
や

、
そ

れ
を

ど
の

よ
う

に
受

検
者

・
活

用
者

に
示

し
て

い
る

の
か

を
記

載
。

5
1

《
受

検
者

の
継

続
的

な
学

習
の

参
考

と
な

る
情

報
の

提
供

》
○

受
検

者
に

対
し

て
、

試
験

の
合

否
だ

け
で

な
く
、

領
域

ご
と

の
成

績
な

ど
、

受
検

者
の

継
続

的
な

学
習

の
参

考
に

な
る

情
報

が
提

供
さ

れ
て

い
る

。

例
え

ば
、

当
該

受
検

者
の

領
域

ご
と

の
成

績
（
～

の
分

野
が

ど
の

程
度

で
き

て
い

た
、

～
の

分
野

が
ど

の
程

度
で

き
て

い
な

い
）
や

、
よ

り
上

位
の

級
の

受
検

に
向

け
た

学
習

情
報

の
提

供
（
次

の
級

に
合

格
す

る
た

め
に

は
～

の
内

容
の

学
習

が
必

要
）
な

ど
、

受
検

者
の

継
続

的
な

学
習

の
参

考
に

な
る

情
報

と
し

て
ど

の
よ

う
な

も
の

が
提

供
さ

れ
て

い
る

か
を

記
載

。

5
2

《
試

験
問

題
等

の
公

開
》

○
過

去
の

試
験

問
題

や
正

答
、

類
似

問
題

等
が

公
開

さ
れ

て
い

る
　

（
た

だ
し

、
試

験
の

性
質

上
、

公
開

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
事

後
の

出
題

に
影

響
が

生
じ

る
も

の
を

除
く
）
。

公
開

し
て

い
る

場
合

は
ど

の
よ

う
な

情
報

を
公

開
し

て
い

る
か

、
非

公
開

と
し

て
い

る
場

合
は

そ
の

理
由

を
記

載
。

5
3

《
活

用
事

例
の

調
査

・
把

握
》

○
学

校
・
企

業
・
地

域
等

で
の

検
定

試
験

の
活

用
事

例
を

調
査

・
把

握
し

て
い

る
。

検
定

試
験

を
活

用
し

た
活

動
を

行
お

う
と

し
て

い
る

受
検

者
や

、
検

定
試

験
を

活
用

し
よ

う
と

し
て

い
る

学
校

・
企

業
・
地

域
等

の
参

考
に

な
る

よ
う

、
ど

の
よ

う
に

活
用

事
例

を
調

査
・
把

握
し

て
い

る
か

、
ま

た
受

検
者

・
活

用
者

に
分

か
り

や
す

い
よ

う
公

表
し

て
い

る
か

に
つ

い
て

記
載

。

5
4

○
そ

の
他

の
特

記
事

項
等

。

Ⅳ 　 継 続 的 な 学 習 支 援 ・ 検 定 試 験 の 活 用 促 進

【
評

価
の

視
点

】
　

　
検

定
試

験
の

結
果

が
、

学
習

成
果

を
示

す
指

標
と

し
て

社
会

に
適

切
に

評
価

さ
れ

、
実

際
に

活
用

さ
れ

る
た

め
、

検
定

事
業

者
等

に
お

い
て

活
用

促
進

に
向

け
た

適
切

な
取

組
を

進
め

て
い

る
こ

と
。

ま
た

、
受

検
者

の
継

続
的

な
学

習
を

支
援

す
る

た
め

、
検

定
事

業
者

に
お

い
て

適
切

な
取

組
を

進
め

て
い

る
こ

と
。
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　このリストは、各実施主体において情報公開することが望まれる項目を掲載している。
　各実施主体においては、公開する項目をチェックするとともに、その方法について「情報公開する方法」欄に記載する。

関連する
自己評価項目

の番号

情報公開する方法
（ウェブサイト、パンフレット等

具体的に記載）

１　検定試験の実施主体に関する事項

□ ―

□　ウェブサイト
□　パンフレット
□　その他
　　（　　　　　　　　　　　　　）

□ 定款 ―

□ 役員名簿 ―

□ 財務経理情報　

□ 個人情報保護方針など個人情報の取扱い 8

□ 事業計画書 ―

□ 事業報告書 ―

□ 直近の自己評価シート 10

□ 【第三者評価を受けている場合】直近の第三者評価の評価結果 10

２　検定試験の実施に関する事項

検定試験の概要

□ 検定試験の正式名称 ―

□ 検定試験の目的 1

□ 各級で測る知識・技能、分野（領域） 12

□ 12

□　 13

□ 級ごとの試験範囲 12

□ 12

□ 14

□ 14

□ ―

□ ―

別紙３

　　「関連する自己評価項目の番号」欄は、「検定試験の自己評価シート」の評価項目の番号を記載している。
　また、「関連する自己評価項目の番号」欄が白色の項目については、全ての検定試験に共通して情報公開が必要であると考え
られる項目である。「関連する自己評価項目の番号」欄が灰色の項目は、検定試験の規模や目的等に応じて、情報公開の実施
を判断する。

項　　　　目

法人の概要
※団体の名称、所在地、代表者氏名等

3
 （具体的に記載：　※　収支計算書、貸借対照表、財産目録等　　　　　　　）

検定試験の情報公開チェックリスト

級ごとの対象層
※受検資格、主な対象となる学年・職業等

【受検資格を制限する試験の場合】
その合理的理由

級ごとの水準
※年齢や学年等に対応した難易度、ヨーロッパ言語共通参照枠（ＣＥＦＲ）など
国際標準規格との関連、合否判定の方法と合格点等

受検手続
※出願方法、受検料の支払方法、変更やキャンセルの可否等

検定試験のスケジュール
※試験日程、出願期間、試験結果の判明時期等

試験当日に関する情報
※受検会場、試験時間等

受検に際しての留意事項
※当日の持ち物、禁止事項、（年少者の受検が多い検定試験の場合）年少者への注
意点等
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関連する
自己評価項目

の番号

情報公開する方法
（ウェブサイト、パンフレット等

具体的に記載）
項　　　　目

□ 15

□ 15

□ 受検料 16

□ ―

□ 障害者への配慮措置 17

□ 天災や交通機関遅延等への対応方針 27

□ 30

□ 34

□ ―

□ 受検者数、構成（年齢別、職業別等） ―

□ 合格者数、合格率 ―

３　検定試験の試験問題に関する事項

□ 46

４　継続的な学習支援・検定試験の活用促進

□ 49

□ 50

□ 51

試験問題等

□ 過去の試験問題（＿年分） 52

□ 過去の試験の正答（＿年分） 52

□ 【試験問題を公開していない場合】類似問題 52

□ 【試験問題等を公開していない場合】その理由 52

□ 学校・企業・地域等での検定試験の活用事例 53

□ 合格者の体験談や活用状況 53

５　その他公開する事項

□ （公開する事項を記載：　　　※各実施主体において適宜追加）

受検者からの問合せ先（連絡先・受付時間等）

受検手続に関する問い合わせ窓口
※出願方法・出願期間に関する問い合わせや、受検票未着への対応等

試験後の疑義申し立てなどの対応窓口
※試験結果や合格証明に関する問い合わせや、試験に関する疑義申し立て
への対応等

【受検料以外に必要な費用がある場合】
必要な費用　　※認定証の発行手数料等

【学校の単位認定や入試等の際に利用される検定試験の場合】
当該検定試験と学習指導要領との関係性
※級ごとの学校段階・学年・学習内容との対応等

受検者の継続的な学習の参考となる情報
※受検者の領域（分野）ごとの成績、上位の級の受検に必要な学習情報等

【コンピューターを使って行う試験の場合】
テスト画面のイメージや操作方法等

【コンピューターを使って行う試験の場合】
通常の紙の試験との相違点　　※出願方法、問題形式等

試験結果に関する一般情報

【コンピューターを使って行う試験の場合】
コンピューターの試験と、通常の紙の試験の対応関係

活用者が分かりやすい形での、ウェブサイトや合格証等における各級で獲得
できる知識・技能の明示

【企業や地域で活用される検定試験の場合】
当該検定試験と職業能力との関係性や地域活動との関係性
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Ⅲ．検定試験の第三者評価について 

 

（１）評価の目的  

○ 検定試験の評価は自己評価が基本であるが、その自己評価結果への評価も含め

て第三者評価を実施し、それに基づいて検定試験の改善を行うことで、検定試験

の PDCA サイクルの質を一層向上させることが重要である。 

 

○ すなわち、自己評価に加えて第三者の視点からの評価を受けることにより、自

己評価の妥当性が検証され、評価の信頼性や客観性が高まり、検定試験の信頼性

の確保や、質の向上が更に促進されることが期待される。 

 

○ また、第三者評価を受けることで、自己評価では気づかなかった今後の改善点

が明確になるという利点もある。第三者評価は評価が主たる目的であるが、評価

の過程における様々なやり取りが結果として検定事業者に多くの気づきの点を

与え、検定試験を「育てる」ために生かされることが望ましい。 

 

○ 評価の実施と結果の公表を通じて検定試験の信頼性が更に高まることにより、

検定試験の社会的な地位が一層向上し、検定事業の更なる発展につながること

も期待される。あわせて、評価によって検定事業者が国際的な競争や激しく変化

する経済社会の環境に対応することも重要である。 

 

（２）評価の対象  

○ 第三者評価の対象としては、自己評価と同様に、「学習者の学習成果を測り、

一定の基準に照らして合格・不合格の決定や達成した水準の程度を示すものの

うち、法令等に基づかず、民間の団体が実施する全ての検定試験」が広く想定さ

れ、検定事業者は、自らの判断により、積極的に第三者評価を受けることが強く

期待される。 

 

○ 特に、企業・学校・地域等広く社会で活用されることを目指している検定試験

や国の後援を受ける検定試験は、第三者評価を受けることが望ましい。なお、こ

の第三者評価は誰でも直接受検機会が与えられているような検定試験が念頭に

置かれており、特定の講座の修了を条件に受検資格が得られるような検定試験

には適さない部分もあるが、これらについても当該事業者の判断により第三者

評価を受けることが考えられる。 

 

（３）評価の頻度  

○ 検定試験の一層の質の向上の必要性と検定事業者の負担への配慮の必要性と

のバランスに配慮し、３～４年に１回程度行うことを基本とすることが適当であ

る。 
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（４）評価の負担の適正化  

○ 小規模な検定事業者でも受けられるよう、評価の費用の軽減を図るなど、第三

者評価に係る経済的負担や事務負担には十分配慮が必要である。このため、検定

試験の活用状況等に応じて、例えば趣味・教養的な性格の強い検定でも活用しや

すいよう、事業所への実地調査を伴わず、評価項目も試験の実施運営の基礎とな

るものに限定した、書類審査のみによる簡易版の評価も可能とすることが適当

である。 

 

○ 企業・学校・地域等広く社会で活用されることを検定事業者が目指している検

定試験、国の後援を受ける検定試験、その他検定事業者が希望する検定試験につ

いては、簡易版ではなく実地検査を伴うフルセット版による評価を行うことと

し、これら以外の検定試験については簡易版による評価を行うことが適当であ

る。 

 

（５）評価主体・評価者  

○ 検定試験が多様な分野で実施されている中で、適切な第三者評価を行うために

は、民間の多様な主体が特色のある第三者評価を実施し、検定事業者がその中か

ら第三者評価機関を選択できることが本来的には望ましいが、現状ではこのよ

うな第三者評価体制の整備は十分には進んでおらず、今後実施体制が更に充実

することが望まれる。 

 

○ 評価者として、組織・運営に関する評価については会計と法令の専門家などを、

また、試験問題に関する評価についてはテスト理論の専門家や当該試験分野の

学識経験者などを必要に応じて含めることが適当である。 

 

○ 第三者評価機関により、評価者に対する研修が行われるとともに、評価者が一

定の知識を得たことを示すことが必要である。また、評価内容に偏りが生じない

よう、研修においては属性が多様な人々を講義者として選ぶことが望ましい。 

 

（６）評価内容・項目  

○ 評価する内容・項目としては、大きく分けて「検定試験の運営・組織に関する

項目」と「検定試験の試験問題に関する項目」に分類できる。このうち、「検定試

験の運営・組織に関する項目」については、実施主体、実施内容、実施手続、検

定結果の活用促進、継続的な学習支援、情報公開など別紙４に示した項目が考え

られるが、具体的な評価項目については、第三者評価機関において定めることと

する。 

 

○ 「検定試験の試験問題に関する項目」については、別紙５に示した項目が考え

られるが、他方で個々の試験問題に関しては、各検定事業者の独自の専門性や経

験を尊重することが特に重要であること、作問の体制や分析手法の妥当性を評価
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すれば足りると考えられること、また評価に多大な労力と費用を要することなど

から、一律に実施を求めるのではなく、知識を測定するものであっても技能を測

定するものであっても、その実施の有無は、第三者評価機関及び検定事業者の判

断によるものとすることが適当である。その際、主に知識を測定する検定と、主

に技能を測定する検定については、それぞれ測るべき指標が異なることに応じて、

評価を行うことが必要である。 

 

○ 第三者評価の際に用いる資料としては、検定試験の基本情報、自己評価の結果、

検定事業者の基本情報（定款、役員名簿、事業報告書、財務情報等）が考えられ

る。 

 

○ 評価に当たっては、第三者評価機関が検定事業者に対し、あらかじめ審査の項

目、基準、方法を明示することが必要である。 

 

（７）評価の方法 

 ○ 評価の進め方は、別紙６に示す「検定試験の第三者評価の流れ」を参考とする。 

 

○ 評価結果はフルセット版による評価の場合は４段階（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）で、簡

易版による評価の場合は３段階（Ａ、Ｂ、Ｃ）で示すことが考えられ、検定事業

者の今後の運営に役立てられるよう改善点もあわせて記述することが重要であ

る。   

 

（８）評価結果の公表 

○ 評価結果は、検定事業者と共に、第三者評価機関においても公表することが適

当である。 
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第三者評価における評価項目のイメージ 

（運営・組織に関する項目） 

 
 （注）下線部は、簡易版の評価では省略してよいと考えられる項目。 
 
１ 実施主体 
 
１－１ 組織 
  （１）検定試験を実施する組織としての理念や目的が明確である。 
  （２）検定試験を実施することの社会的使命が明確である。 
  （３）検定試験を実施する組織（役職員体制、事務処理体制、作問体制、危機管理体制

等）が、検定試験の目的、使命を達成するための組織として適切に構成されてい

る。 
（４）手続等に関する問い合わせ、試験後の問い合わせ先が設置され、受検願書やホー

ムページ等に適切に公開されている。 
（５）目標(Ｐｌａｎ)－実行(Ｄｏ)－評価(Ｃｈｅｃｋ)－改善(Ａｃｔｉｏｎ)というＰＤ

ＣＡサイクルに基づき、組織的・継続的に事業を改善している。 
１－２ 財務 

（６）実施主体の財務経理情報を備えている（検定試験を継続して実施している場合に

は、複数年分） （財務経理情報の例） 収支計算書、貸借対照表、財産目録等 
（７）財務経理担当者等に対する内部牽制体制が確立されている。 
（８）財務経理に関して、定期的または適宜監査を受けている。 
（９）【公益性のある実施主体の場合】（該当団体のみ） 

検定事業とその他の事業との関係や財務経理情報等の区分けが明確である。 
１－３ その他 

（10）情報公開する項目や方法などを明確に定めている。 
（11）受検者の個人情報保護に関する方針やマニュアル等が整備されている。 
 

２ 実施内容 
 
２－１ 目的 

（12）どのような知識・技能を測るかという検定試験の目的が明確である。 
２－２ 内容 

（13）検定試験の内容が以下の点で明確で、検定試験の目的にかなっている。 

別紙４ 
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＜検定試験で測る具体的な知識・技能とその水準＞ 
領域（分野）／対象層（受検資格等）／試験範囲／難易度／その他 

（14）【他に類似試験がある場合】 （該当団体のみ） 
類似試験との関係性を学習者や利用者に分かりやすく示している。 

（15）【学校の単位認定や進学、就職等の際に活用される検定試験の場合】（該当団体のみ） 
当該検定試験と学校教育や職業能力との関係性が示されている。 

（16）【学校教育で活用される検定試験の場合】（該当団体のみ） 
学習指導要領等に準拠している明確な説明等がなされている。 

（17）【受検資格を制限する試験の場合】（該当団体のみ） 
年齢制限や事前の講座受講の有無等によって受検資格が制限されている場合に

は、その合理的な理由が示されている。 
２－３ 手段 

（18）知識・技能の測定手法（筆記試験、ＣＢＴ試験、実技試験、面接試験等）、審査・

採点の基準が明確である。 
（19）【特に IT などの技術革新が著しい分野の場合】（該当団体のみ） 

内容や手段、認定基準（合格基準）等の見直しを一定期間ごとに行うなどの取組

を、継続的に実施する体制となっている。 
２－４ その他 

（20）試験結果から得られるデータ等に基づき、検定試験の内容や測定手法、審査・採

点基準等について、質の確保や継続的な改善を図っている。 
 
３ 実施手続 
 
３－１ 事前準備 

（21）試験の実施規則・要項等の受検手続が定められている。 
（22）試験実施前の情報管理対策（情報管理マニュアルの整備や担当者への研修・注意

喚起など）が講じられている。 （例） 試験問題、解答等の作成、印刷、搬送、

保管 
（23）受検者に対し十分な出願期間が確保されている。 
（24）受検料の適正性・妥当性について点検・検証されている。 
（25）【学校の単位認定や進学・就職等の際に活用される検定試験の場合】（該当団体のみ） 

児童・生徒等が不利益を被らないように、配慮がなされている。 
（26）【コンピュータを使って行う試験の場合】（該当団体のみ） 

PC の稼働状況等に関し、試験の前までに十分なチェックを行う体制が整えられ

ている。 
３－２ 試験実施 
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（27）試験監督業務のマニュアル等が定められており、試験実施会場・機関に事前に配

付されており、試験監督者等の共通理解が図られている。 
（28）受検者の本人確認は、顔写真を添付した受検票の用意や身分証による照合など、

本人確認が確実に行われるよう講じられている。 
（29）受検者の不正行為・迷惑行為防止に対しての対応がなされている。 
（30）試験当日、天災や交通機関の遅延等があった場合には、試験開始時刻の変更や再

受検の容認など、受検機会の確保について配慮されている。 
（31）障がい者について、検定試験の目的や内容、規模等に応じた一定の配慮が考慮さ

れている。 
（32）【試験監督者の外部委託等を行う場合】（該当団体のみ） 

外部受託者等（法人・個人等）を総括する責任者が配置されている。 
（33）【試験監督者の外部委託を行う場合】（該当団体のみ） 

受検手続きに関する共通理解を図り、円滑に試験監督業務を遂行できるよう試

験監督者への説明・研修が実施されている。 
（34）【試験を個別会場（法人・学校・塾等）で行うことを認めている場合】（該当団体のみ） 

試験実施運営の管理が適切になされている。 
（35）【試験を個別会場（法人・学校・塾等）で行うことを認めている場合】（該当団体のみ） 

受検手続きに関する共通理解を図り、厳正公平・適切に試験実施を遂行できる体

制がとられている。 
（36）【コンピュータを使って行う試験の場合】（該当団体のみ） 

ID とパスワード等で本人確認が行われている。 
（37）【コンピュータを使って行う試験の場合】（該当団体のみ） 

システムの冗長化等、機器に不具合が生じても試験が継続できる体制が整えら

れている。 
（38）【コンピュータを使って行う試験の場合】（該当団体のみ） 

何らかの理由で試験が途中で止まっても、停止箇所から試験が再開できる等、バ

ックアップリカバリー体制が整えられていること。 
（39）【児童・生徒や学生を対象とした検定試験の場合】（該当団体のみ） 

受検者の利便性確保の観点から、公平性を保った上で、試験実施会場として学校

や民間教育施設等が活用されている。 
（40）【試験実施会場として学校や民間教育施設等を活用している場合】（該当団体のみ） 

公平性・公正性が確保（試験日、試験監督の体制、試験会場に試験に関する掲示

物が無いか等）されている。 
３－３ 事後対応等 

（41）試験結果に関する一般情報（受検者数及びその構成、合格者数、合格率等）が、

適切に公開されている。 
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（42）受検者への学習支援の観点から、試験問題や正答が公開されている（ただし、試

験の性質上、公開することができないものを除き、事後の作問等に影響を及ぼさ

ない範囲で） 
 
４ 検定結果の活用促進・継続的な学習支援 
 
４－１ 検定結果の活用促進 

（43）検定試験の結果を証明する合格証や認定証等が発行されている。 
（44）合格証や認定証等が発行されている場合には、受検者が獲得した又は保持してい

る知識・技能の内容が一見して判断し得る記載がある。 
（45）試験結果の活用に係るニーズを把握するための取組（受検者や利用者（学校・企

業等）に対するアンケート調査等）が行われている。 
４－２ 継続的な学習支援 

（46）段階的・継続的な学習をサポートする過去問題、類似問題などの参考となる資料

が提供されている。 
（47）学習意欲の促進のため、受検者の知識・技能レベルなどの情報を提供している。 

 
５ 情報公開 
 
５－１ 実施主体 

（48）実施主体の「組織」に関する情報が公開されている。 
（49）実施主体の「財務」に関する情報が公開されている。 
（50）実施主体の「情報公開や個人情報保護の方針等」に関する情報が公開されている。 

５－２ 実施内容 
（51）検定試験の「目的」に関する情報が公開されている。 
（52）検定試験の「内容」に関する情報が公開されている。 
（53）検定試験の「手段」に関する情報が公開されている。 

５－３ 実施手続 
（54）検定試験の「事前準備」に関する情報が公開されている。 
（55）検定試験の「試験実施」に関する情報が公開されている。 
（56）検定試験の「事後対応」に関する情報が公開されている。 

５－４ 検定結果の利用促進 
（57）「検定結果の利用促進」に関する情報が公開されている。 

５－５ 継続的な学習支援 
（58）検定試験の「継続的な学習支援」に関する情報が公開されている。 
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第三者評価における評価項目のイメージ 

（試験問題に関する項目） 

 
（注）網掛け部分は、評価が困難であることが考えられる項目のため特に御議論願います。 
 
１ テストの妥当性 
 
１－１ テスト設計 

テスト作成段階で設計（測定領域・測定形式・設問数・問題内容等）が的確にされてお

り、問題内容、解答形式の基準が明確である。 
（１） 解答形式、解答時間、配点等が設計図通りに作成され、テスト結果も妥当であ

る。 
（２）回答方法の説明等で、不注意によって誤った回答が導かれることを防止するため

の教示が具体的になされている。 
１－２ 測定内容 

テストの測定対象が明確である。 
（３） 測定しようとする特性（上位概念）が明確に定義されている。 
（４） 測定しようとする特性（上位概念）が、複数の下位の特性で構成されている場

合は、その構造が明確である。 
テスト全体の測定内容が明確である。 

（５） 出題領域（分野）が、当該検定試験で定義されたものに合致している。 
（６） 出題範囲が、当該検定試験で定義されたものに合致している。 

１－３ 尺度構成 
判定基準が明確である。 
（７） 審査・採点・合否の基準が明確であるとともに、可視化した文書として存在す

る。 
（８） テスト得点あるいは合否基準等の水準の一貫性が保持されている。 

 
２ テストの得点信頼性 
 
２－１ テスト設計 

テストの信頼性に関する証拠が明確である。 
（９） 信頼性係数が数量的に明示されている、あるいはそれに準ずる証拠が明示され

ている。 

別紙５ 
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２－２ 問題制作の信頼性 
問題項目作成者の選定・トレーニングを適切に行っている。 
（10） 具体的な人員選定・トレーニングの方式が定義されている（問題の内容・表現

が、テストの目的に照らし合わせて適切に作成するためのトレーニング等） 
２－３ 採点手続きの信頼性 

採点手続きの設計が適切に行われている。 
（11） 具体的な採点手続きに関する方式が定義されている（特に主観的な評定によっ

て採点を行うテスト「記述式試験」「実技試験」「面接試験」等において、採点基

準が明確で、すべての評定者が理解し共有しているかどうか等） 
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検定試験の第三者評価の流れ

第三者評価機関による
必要な研修を受けた職
員が評価に従事する
又は

テスト理論の専門家、
法令・会計の専門家の
関与を得て評価を行う

文部科学省HPから、第
三者評価機関の評価結
果の公表サイトにリンク

検

定

事

業

者

第

三

者

評

価

機

関

未提出の資料の提出（自己評価結果等）

現地調査での審査事項の通知

評価結果案の作成・送付

評価結果案に対する意見申立て（任意）

検定試験の実施

提示された項目について自己評価

書類審査

現地調査

評価結果の確定・送付

評価結果の公表評価結果の公表

１
～
２
か
月

申請書類の提出・契約

概
ね
３
か
月

申請年度

申請
前年度

評価の項目・基準の提示

別紙６
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Ⅳ．国に求められる役割について 

 

○ 検定試験の評価が社会において普及・定着するためには、本ガイドラインの内

容について、検定事業者等に対して丁寧に説明して理解を得ることが求められる。 

 

○ 特に第三者評価が幅広く実施されるためには、国が第三者評価事業を後援する

ことや、第三者評価等の結果を受検者等に公表するための場を提供することを含

め、国による積極的な広報・啓発が必要である。第三者評価については、小規模

検定事業者等に対する経済的負担・事務負担の軽減なども求められる一方で、事

業として定着するために多くの検定事業者に積極的に受けてもらえるよう、この

ような広報・啓発などの取組が重要である。 

 

○ また、今後第三者評価機関が適切に育成されるなど、検定試験の評価が円滑に

実施されるためには、本ガイドラインを踏まえた第三者評価の試行的な事業の実

施や、自己評価の手引きの作成など、評価の普及・定着に向けた更なる取組が期

待される。 
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